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令和４年度 労働保険年度更新の申告納付は 
 ６月１日（水）から７月１１日（月）です！ 

 

事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）料の申告納付をする「年度更新」の手続きが必要です。

令和４年度の申告納付期間は６月１日（水）から７月１１日（月）までとなっています。この労働保

険の保険料は、労災保険及び雇用保険の各種保険給付に使われるだけでなく、企業負担分の雇用保険

料は、雇用を維持するための雇用調整助成金などに運用されています。 

今年度は雇用保険料率が令和４年４月１日に改正されたことに伴い、その取り扱いが一部変更とな

っています。令和４年度における雇用保険の概算保険料は、令和４年４月１日～令和４年９月３０日

（上半期）と令和４年１０月１日～令和５年３月３１日（下半期）をそれぞれ計算し、それらの合計

額を申告納付していただくことになります。 

なお、労災保険料及び一般拠出金の計算については、昨年度と変更ありません。 

愛知労働局では、申告書作成に活用できる計算支援ツールをホームページに公開していますので、

ご活用ください。 

 

【雇用保険料率変更に伴う月々の負担額イメージ（一般の事業）】 

 令和 4年 4月 1日～令和 4年 9月 30日 令和 4年 10月 1日～令和 5年 3月 31日 

労働者負担分  

（失業等給付・育児休業給付） 
  ３／１０００   ５／１０００ 

事業主負担分（失業等給付・育

児休業給付・雇用保険二事業） 
６．５／１０００  ８．５／１０００ 

合  計 ９．５／１０００ １３．５／１０００ 

※ 月の賃金額が３０万円（控除前）である場合 

  令和４年 ４月１日～令和４年９月３０日  月々の負担額   労働者    ９００円 

           事業主  １，９５０円 

    令和４年１０月１日～令和５年３月３１日  月々の負担額   労働者  １，５００円 

 事業主  ２，５５０円 

※ 労災保険料は全額事業主の負担です。 

令和４年５月３０日 （月） 
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